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（ 問 い 合 わ せ 先 ）

（１）

（２）
（３）
（４）
（５）

市ホームページ
　（アドレス   http://www.city.minoh.osaka.jp/***.htm）
健康福祉部障害福祉課（ライフプラザ総合窓口）
行政資料コーナー　（箕面市役所　別館１階14番窓口）
箕面市役所豊川支所、止々呂美支所
市立障害者自立支援センター、市立障害者福祉センターささゆり園、市立
光明の郷

（１）
（２）
（３）
（４）

閲覧場所の窓口への提出
郵便による送付
ファクシミリによる送付
電子メールによる送付

意 見 等 を 提 出
で き る か た

（１）
（２）
（３）
（４）
（５）
（６）
（７）

本市にお住まいのかた
本市に事務所又は事業所がある事業者
本市にある事務所又は事業所に勤務しているかた
本市にある学校に在学しているかた
本市に対して納税義務を有しているかた
上記（１）から（５）に該当するかたで構成された団体
上記以外で意思疎通の支援を必要としている者、意思疎通の支援を行って
いる者または団体

（１）
（２）

（３）

意見を提出しようとする素案の名称
氏名及び住所（上記の「意見等を提出できるかた」のうち（２）～（５）に該当す
るかたにあたっては名称及び所在地、（６）に該当する団体にあっては、団体
名及び団体事務局所在地）
上記の「意見等を提出できるかた」のうち、該当する区分

パブリックコメント手続実施要項

案 件 の 名 称 （仮称）箕面市手話及び多様な意思疎通のための手段の利用促進条例（素案）

パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト 手 続
実 施 の 目 的

新たに策定する「（仮称）箕面市手話及び多様な意思疎通のための手段の利用促
進条例」について、広く市民のみなさまの声を聴くため。

実 施 部 局 名 健康福祉部　障害福祉課

障害福祉課（電話：072-727-9506　ファクス：072-727-3539
                 メール：syougaifukushi@maple.city.minoh.lg.jp）

パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト の
対 象 と な る 資 料

（仮称）箕面市手話言語及び多様な意思疎通のための手段の利用促進条例（素案）

参 考 資 料
（仮称）箕面市手話言語及び多様な意思疎通のための手段の利用促進条例（素案）
について

　　※（２）～（４）は、市役所開庁日の8時45分から17時15分まで
　　※（５）は、各施設の開館日、開館時間中
　　※点訳した資料はささゆり園で閲覧できます。

意 見 等 の 提 出 期 間   平成29年(2017年)9月1日(金)から9月30日(土)まで（郵便の場合は必着）

備 考

閲覧方法と閲覧場所

意見等の提出方法

  原則として、次のうちいずれかの方法で提出してください。

　　※閲覧場所の窓口に意見書のひな形をご用意していますので、ご利用ください。
       （自由な形式で提出していただいてもかまいません。）
　　※文字による意見提出が困難な場合は、9月13日（水）または22日（金）に、
　　　総合保健福祉センター窓口にお越しください。
　　　手話等により意見を申し出ることができます。

意 見 等 を 提 出 す る 際 の
必 要 記 載 事 項

提 出 さ れ た 意 見 等 及 び
市 の 考 え 方 の 公 表 方 法

  「閲覧方法と閲覧場所」に記載の方法・場所で公表します。

　  公表期間：平成29年(2017年)11月1日から11月30日まで

　　※意見提出者への個別回答はいたしませんのでご了承ください。



箕 面 市
緑豊かな北大阪都市みのお

【パブリックコメント参考資料】

（仮称）箕面市手話言語及び多様な意思疎通のための手段の利用促進条例（素案）

の考え方について

手話が言語であるという認識を広めると同時に、手話をはじめとした障害特性に応じた

多様な意思疎通のための手段についての理解の促進及び、その利用に関する環境の整備を

図り、障害者とともに生きる地域社会をめざすため、本条例を制定するものである。

1 市の責務

（1）市は、手話及び意思疎通手段に対する市民及び事業者等の理解を促進するための施

策を推進する。

（2）市は、障害者が手話及意思疎通手段を選択して利用する機会が確保され、情報を取

得し、利用することができる環境の整備を促進する施策を推進する。

（3）市は、市が主催する行事等において、意思疎通支援者の配置を進める施策を推進す

る。

（4）市は、災害その他の非常の事態の場合において、障害者に対しその安全を確保する

ための必要な情報が迅速かつ的確に伝えられるようにするための施策を推進する。

2 市民の役割

（1）市民は、手話及び意思疎通手段に対する理解を深めるよう努める。

（2）市民は、障害者が、手話及び意思疎通手段を選択して利用する機会が確保され、情

報を取得し、利用することが、障害者の日常生活及び社会生活にとって必要不可欠

であることを理解するよう努める。

（3）市民は、相互に手話及び意思疎通手段を利用することを尊重するよう努める。

（4）市民は、手話及び意思疎通手段の普及及び利用の促進に係る市の施策に協力するよ

う努める。

3 事業者等の役割

（1）事業者等は、手話及び意思疎通手段に対する理解を深めることに努める。

（2）事業者等は、障害者が、手話及び意思疎通手段を選択して利用する機会が確保され、

情報を取得し、利用することが、障害者の日常生活及び社会生活にとって必要不可

欠であることを理解するよう努める。

（3）事業者等は、障害者が手話及び意思疎通手段を利用できるよう、合理的な配慮を行

うよう努める。

（4）事業者等は、手話及び意思疎通手段の普及及び利用の促進に係る市の施策に協力す

るよう努める。

Ⅰ.条例の目的

Ⅱ.（仮称）箕面市手話言語及び多様な意思疎通のための手段の利用促進条例（素案）の概

要



箕 面 市
緑豊かな北大阪都市みのお

4 手話の利用環境等の整備等

（1）手話を学ぶ機会の提供

（2）学校等による手話に対する理解の促進

（3）事業者等による手話に対する理解の促進

（4）手話による情報発信等

（5）手話による意思疎通支援

（6）手話通訳者の配置支援

（7）手話通訳者の確保と養成

5 意思疎通手段の利用環境の整備等

（1）意思疎通手段を学ぶ機会の提供

（2）学校等による意思疎通手段に対する理解の促進

（3）事業者等による意思疎通手段に対する理解の促進

（4）意思疎通手段による情報発信等

（5）要約筆記による意思疎通支援

（6）要約筆記者の配置支援

（7）手話通訳者以外の意思疎通支援者の確保と養成

Ⅲ.スケジュール

・平成 29 年 9 月 1 日（金曜日） パブリックコメント開始

・平成 29 年 9 月 30 日（土曜日） パブリックコメント終了

・平成 29 年 10 月 条例案の見直し、条例案の確定

・平成 29 年 11 月 パブリックコメントの意見集約・結果の公表

・平成 29 年 12 月 平成 29 年第 4回箕面市議会定例会に条例案を提案



（
仮
称
）
箕
面
市
手
話
言
語
及
び
多
様
な
意
思
疎
通
の
た
め
の
手
段
の
利
用
促

進
条
例

（
素
案
）

目
次前

文
第

一
章

総
則

（
第

一
条
―
第
八
条
）

第
二
章

手
話

の
利
用
環
境

の
整
備
等

（
第
九
条
―
第
十
五
条
）

第
三
章

意
思
疎
通
手
段
の
利
用
環
境

の
整
備
等

（
第
十
六
条
―
第
二
十
二
条
）

第
四
章

雑
則

（
第
二
十
三
条
）

附
則

手
話
は
言
語
で
あ
る

手
話
は
、
音
声
で
は
な
く
手
や
指
、
体
な
ど
の
動
き
や
顔

の
表
情
を
使
う
独
自

の
語

彙
や
文
法
体
系
を
持

つ
言
語
で
あ
る
。
手
話
を
使
う
ろ
う
者
に
と

っ
て
、
手
話
は
、
聞

こ
え
る
人
た
ち

の
音
声
言
語
と
同
様
に
、
大
切
な
意
思
疎
通
の
た
め
の
手
段
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
手
話
は
、
過
去
に
ろ
う
学
校
に
お
い
て
使
用
が
禁
止
さ
れ
る
等
、

ろ
う
者
に
と

っ
て
必
要
な
言
語
と
し
て
認
め
ら
れ
て
こ
な
か

っ
た
長

い
歴
史
が
あ
る
。

そ
の
た
め
、
ろ
う
者
に
と

っ
て
は
、
自
ら

の
言
語
で
意
思
疎
通
を
図
る
こ
と
が
で
き
な

い
な
ど
、
日
常
生
活
や
社
会
生
活
を
営
む
上
で
様

々
な
困
難
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
き
た
。

我
が
国
が
批
准
し
た
障
害
者

の
権
利
に
関
す
る
条
約

（
平
成
二
十
六
年
条
約
第

一
号
）

に
お
い
て
、
「

「
言
語
」
と
は
、
音
声
言
語
及
び
手
話
そ
の
他

の
形
態

の
非
音
声
言
語

を
い
う
。
」
と
定
義
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
手
話
は
言
語
で
あ
る
こ
と
が
、
国
内
外
で

広
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。



箕
面
市
は
、
ろ
う
者
が
日
常
生
活
や
社
会
生
活
を
営
む
上
で
大
切
な
言
語
で
あ
る
手

話
に
対
す
る
市
民
の
理
解
を
深
め
、
ろ
う
者
が
あ
ら
ゆ
る
機
会
で
手
話
を
使
用
し
、
意

思
疎
通
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
社
会

の
実
現
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

障
害
者

の
意
思
疎
通
を
促
進
す
る

手
話
以
外
の
多
様
な
意
思
疎
通
の
た
め
の
手
段
を
利
用
す
る
人
に
と

っ
て
、
手
話
と

同
様
、
当
該
手
段
は
、
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
身
体
障
害
、
知
的
障
害
、
発
達
障
害
を
含
む
精
神
障
害
そ
の
他
心
身

の
機

能

の
障
害

の
特
性
に
応
じ
た
多
様
な
意
思
疎
通
の
た
め
の
手
段
が
あ
る
こ
と
に
対
す
る

周
囲
の
理
解
は
十
分
で
な
く
、
そ
の
選
択

の
機
会
は
十
分
に
確
保
さ
れ
て
お
ら
ず
、
多

く
の
障
害
者
は
、
不
便
や
不
安
を
感
じ
な
が
ら
生
活
し
て
い
る
。

我
が
国
で
は
、
障
害
者

の
権
利
に
関
す
る
条
約
の
趣
旨
に
沿

っ
た
障
害
者
施
策

の
推

進
を
図
る
た
め
、
障
害
者
基
本
法

（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
に
お
い
て
、

「
全
て
障
害
者
は
、
可
能
な
限
り
、
言
語

（
手
話
を
含
む
。
）
そ
の
他

の
意
思
疎
通
の

た
め
の
手
段
に

つ
い
て
の
選
択
の
機
会
が
確
保
さ
れ
る
と
と
も
に
、
情
報
の
取
得
又
は

利
用
の
た
め
の
手
段
に

つ
い
て
の
選
択

の
機
会

の
拡
大
が
図
ら
れ
る
こ
と
。
」
と
規
定
さ

れ
た
。

箕
面
市
は
、
全
て
の
人
々
が
支
え
合

い
、
共
に
生
き
、
共
に
暮
ら
す
社
会
こ
そ
が
当

た
り
前

の
社
会
で
あ
る
と
い
う
ノ
ー

マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て

い
る
。
こ
の
理
念
に
基
づ
き
、
障
害

の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
全
て
の
人
が
当
た
り
前

に
、
自
ら
が
望
む
意
思
疎
通
の
た
め
の
手
段
の
選
択
の
機
会
が
確
保
さ
れ
、
日
常
生
活

又
は
社
会
生
活
の
中
で
情
報
を
取
得
し
、
利
用
し
、
ま
た
、
意
思
疎
通
を
図
る
こ
と
が

で
き
る
社
会
を
目
指
し
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

第

一
章

総
則



（
目
的
）

第

一
条

こ
の
条
例
は
、
手
話
及
び
手
話
以
外
の
障
害

の
特
性
に
応
じ
た
意
思
疎
通
の

た
め
の
手
段
に

つ
い
て
の
基
本
理
念
を
定
め
、
市

の
責
務
並
び
に
市
民
及
び
事
業
者

等

の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
障
害
者
に
と

っ
て
の
意
思
疎
通

に
関
す
る
社
会
的
障
壁

の
除
去
に
努
め
、
障
害
者
に
と

っ
て
障
害

の
特
性
に
応
じ
た

意
思
疎
通
の
た
め
の
手
段
を
利
用
し
や
す

い
環
境
を
構
築
し
、
も

っ
て
全
て
の
人
々

が
支
え
合

い
、
共
に
生
き
、
共
に
暮
ら
す
地
域
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。（

定
義
）

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

障
害
者

身
体
障
害
、
知
的
障
害
、
精
神
障
害

（
発
達
障
害
を
含
む
。
）
そ
の

他

の
心
身

の
機
能

の
障
害

（
以
下

「
障
害
」
と
総
称
す
る
。
）
が
あ
る
者
で
あ

っ

て
、
障
害
及
び
社
会
的
障
壁
に
よ
り
継
続
的
に
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
に
相
当

な
制
限
を
受
け
る
状
態
に
あ
る
も
の
を
い
う
。

二

社
会
的
障
壁

障
害
が
あ
る
者
に
と

っ
て
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
上

で
障
壁
と
な
る
よ
う
な
社
会
に
お
け
る
事
物
、
制
度
、
慣
行
、
観
念
そ
の
他

一
切

の
も
の
を
い
う
。

三

ろ
う
者

手
話
を
言
語
と
し
て
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
聴
覚
障
害
者

を
い
う
。

四

意
思
疎
通
手
段

言
語
（
音
声
言
語
及
び
手
話
以
外
の
非
音
声
言
語
を
い
う
。
）
、

文
字

の
表
示
、
点
字
、
触
覚
を
使

っ
た
意
思
疎
通
、
拡
大
文
字
、
利
用
し
や
す

い

マ
ル
チ
メ
デ

ィ
ア
並
び
に
筆
記
、
音
声
、
平
易
な
言
葉
、
朗
読
そ
の
他
の
補
助
的

及
び
代
替
的
な
意
思
疎
通
の
形
態
、
手
段
及
び
様
式

（
利
用
し
や
す

い
情
報
通

信
機
器
を
含
む
。
）
を
い
う
。



五

事
業
者
等

市
内
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
し
、
事
業
を
行
う
個
人
及
び
法

人
そ
の
他
の
団
体

（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。)

を
い
う
。

六

学
校
等

学
校
教
育
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第

一
条
に
規
定

す
る
学
校
、
同
法
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校

（
高
等
課
程
を
置
く
も

の
に
限
る
。
）
、
児
童
福
祉
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
九

条
第

一
項
に
規
定
す
る
保
育
所
、
就
学
前

の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等

の

総
合
的
な
提
供

の
推
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二

条
第
六
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
及
び
子
ど
も

・
子
育
て
支
援
法

（
平
成
二

十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
地
域
型
保
育
事
業
を
行

う
事
業
所
を
い
う
。

七

合
理
的
な
配
慮

障
害
者
が
他

の
者
と
の
平
等
を
基
礎
と
し
て
全
て
の
人
権
及

び
基
本
的
自
由
を
享
有
し
、
又
は
行
使
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
必
要
か

つ

適
当
な
変
更
及
び
調
整
で
あ

っ
て
、
特
定

の
場
合
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
も
の

で
あ
り
、
か

つ
、
均
衡
を
失
し
た
又
は
過
度

の
負
担
を
課
さ
な

い
も
の
を
い
う
。

八

意
思
疎
通
支
援
者

手
話
通
訳
者
、
要
約
筆
記
者
、
点
訳
者
、
音
訳
者
、
盲
ろ

う
者
向
け
通
訳

・
介
助
員
そ
の
他
障
害

の
特
性
に
応
じ
た
意
思
疎
通
の
た
め
の
手

段
を
用
い
て
障
害
者

の
意
思
疎
通
を
支
援
す
る
者
を
い
う
。

九

災
害

災
害
対
策
基
本
法

（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
二
条

第

一
号
に
規
定
す
る
災
害
を
い
う
。

（
基
本
理
念
）

第
三
条

手
話
及
び
意
思
疎
通
手
段
の
選
択
と
利
用
の
機
会

の
確
保
は
、
障
害

の
有
無

に
か
か
わ
ら
ず
相
互
の
違

い
を
理
解
し
、
そ
の
個
性
と
人
格
と
を
互
い
に
尊
重
す
る

こ
と
を
基
本
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

手
話
及
び
意
思
疎
通
手
段
を
利
用
す
る
人
が
有
し
て
い
る
障
害

の
特
性
に
応
じ
て

意
思
疎
通
を
円
滑
に
図
る
権
利
は
、
最
大
限
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。



３

手
話

の
普
及
は
、
手
話
が
独
自

の
言
語
体
系
と
歴
史
的
背
景
を
有
す
る
文
化
的
所

産
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
市

の
責
務
）

第
四
条

市
は
、
前
条

の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
次
に
掲
げ
る
施
策
を
推
進
す
る
も

の
と
す
る
。

一

手
話
及
び
意
思
疎
通
手
段
に
対
す
る
市
民
及
び
事
業
者
等

の
理
解
を
促
進
す
る

た
め
の
施
策

二

障
害
者
が
手
話
及
び
意
思
疎
通
手
段
を
選
択
し
て
利
用
す
る
機
会
が
確
保
さ
れ
、

情
報
を
取
得
し
、
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
環
境

の
整
備
を
促
進
す
る
施
策

三

市
が
主
催
す
る
行
事
等
に
お
い
て
、
意
思
疎
通
支
援
者

の
配
置
を
進
め
る
施
策

四

災
害
そ
の
他
非
常

の
事
態

の
場
合
に
お
い
て
、
障
害
者
に
対
し
そ
の
安
全
を
確

保
す
る
た
め
必
要
な
情
報
が
迅
速
か

つ
的
確
に
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
の

施
策

（
市
民
の
役
割
）

第
五
条

市
民
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

一

手
話
及
び
意
思
疎
通
手
段
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
。

二

障
害
者
が
、
手
話
及
び
意
思
疎
通
手
段
を
選
択
し
て
利
用
す
る
機
会
が
確
保
さ

れ
、
情
報
を
取
得
し
、
利
用
す
る
こ
と
が
、
障
害
者

の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活

に
と

っ
て
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
。

三

相
互
に
手
話
及
び
意
思
疎
通
手
段
を
利
用
す
る
こ
と
を
尊
重
す
る
こ
と
。

四

手
話
及
び
意
思
疎
通
手
段
の
普
及
及
び
利
用
の
促
進
に
係
る
市

の
施
策
に
協
力

す
る
こ
と
。

（
事
業
者
等

の
役
割
）

第
六
条

事
業
者
等
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

一

手
話
及
び
意
思
疎
通
手
段
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
。



二

障
害
者
が
、
手
話
及
び
意
思
疎
通
手
段
を
選
択
し
て
利
用
す
る
機
会
が
確
保
さ

れ
、
情
報
を
取
得
し
、
利
用
す
る
こ
と
が
、
障
害
者

の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活

に
と

っ
て
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
。

三

障
害
者
が
手
話
及
び
意
思
疎
通
手
段
を
利
用
で
き
る
よ
う
、
合
理
的
な
配
慮
を

行
う
こ
と
。

四

手
話
及
び
意
思
疎
通
手
段
の
普
及
及
び
利
用
の
促
進
に
係
る
市

の
施
策
に
協
力

す
る
こ
と
。

（
意
見
の
聴
取
）

第
七
条

市
は
、
第
四
条
各
号
に
規
定
す
る
施
策

の
内
容

の
検
討
及
び
見
直
し
に
当
た

り
、
障
害
者
並
び
に
そ
の
他

の
関
係
者
及
び
関
係
団
体

の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

（
財
政
上
の
措
置
）

第
八
条

市
は
、
第
四
条
各
号
に
規
定
す
る
施
策
を
推
進
す
る
た
め
、
予
算

の
範
囲
内

に
お
い
て
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
二
章

手
話

の
利
用
環
境

の
整
備
等

（
手
話
を
学
ぶ
機
会

の
提
供
）

第
九
条

市
は
、
市
民
及
び
事
業
者
等
が
、
手
話
に
対
す
る
理
解
を
深
め
、
手
話
を
習

得
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る
た
め
、
関
係
機
関
と
協
力
し
、
市
民
及
び
事
業
者
等
に

手
話
を
学
ぶ
機
会
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

（
学
校
等
に
よ
る
手
話
に
対
す
る
理
解

の
促
進
）

第
十
条

市
は
、
学
校
等
が
手
話
に
対
す
る
理
解

の
促
進
を
図
る
機
会
を
提
供
す
る
た

め
、
学
校
等
に
対
し
、
情
報
の
提
供
、
技
術
的
な
助
言
そ
の
他
必
要
な
支
援
を
行
う

も
の
と
す
る
。

（
事
業
者
等
に
よ
る
手
話
に
対
す
る
理
解

の
促
進
）

第
十

一
条

市
は
、
事
業
者
等
が
手
話
に
対
す
る
理
解

の
促
進
を
図
る
機
会
を
確
保
す

る
た
め
、
事
業
者
等
に
対
し
、
情
報
の
提
供
、
技
術
的
な
助
言
そ
の
他
必
要
な
支
援



を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
手
話
に
よ
る
情
報
発
信
等
）

第
十
二
条

市
は
、
市
が
主
催
す
る
不
特
定
多
数

の
参
加
者
を
対
象
と
す
る
行
事
等
に

お
い
て
、
手
話
に
よ
る
情
報
発
信
が
必
要
で
あ
る
と
市
長
が
判
断
し
た
場
合
は
、
手

話
通
訳
者
を
配
置
す
る
も
の
と
す
る
。

２

市
は
、
ろ
う
者
が
市

の
機
関
又
は
窓

口
に
お
い
て
手
続
、
相
談
等
を
行
う
と
き
は
、

手
話
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
手
話
通
訳
者
に
よ
る
支
援
そ
の
他
の
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
手
話
に
よ
る
意
思
疎
通
支
援
）

第
十
三
条

市
は
、
ろ
う
者
が
医
療
機
関
を
受
診
す
る
と
き
等
、
ろ
う
者

の
日
常
生
活

及
び
社
会
生
活
に
お
い
て
手
話
に
よ
る
意
思
疎
通
の
支
援
が
必
要
で
あ
る
と
市
長
が

判
断
し
た
場
合
は
、
手
話
通
訳
者

の
派
遣
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
手
話
通
訳
者

の
配
置
支
援
）

第
十
四
条

市
は
、
障
害
者
団
体
等
が
主
催
す
る
行
事
等
に
お
い
て
、
当
該
行
事
等
が

障
害
者

の
社
会
参
加

の
促
進
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
市
長
が
判
断
し
た
場
合
は
、

手
話
通
訳
者

の
配
置
を
支
援
す
る
も
の
と
す
る
。

（
手
話
通
訳
者

の
確
保
と
養
成
）

第
十
五
条

市
は
、
関
係
機
関
と
協
力
し
、
手
話
通
訳
者

の
確
保
と
養
成
に
努
め
る
も

の
と
す
る
。

第
三
章

意
思
疎
通
手
段
の
利
用
環
境

の
整
備
等

（
意
思
疎
通
手
段
を
学
ぶ
機
会

の
提
供
）

第
十
六
条

市
は
、
意
思
疎
通
手
段
に
対
す
る
理
解
を
深
め
、
そ
の
利
用
し
や
す

い
環

境
を
整
備
す
る
た
め
、
関
係
機
関
と
協
力
し
、
市
民
及
び
事
業
者
等
に
意
思
疎
通
手

段
を
学
ぶ
機
会
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
学
校
等
に
よ
る
意
思
疎
通
手
段
に
対
す
る
理
解

の
促
進
）



第
十
七
条

市
は
、
学
校
等
が
意
思
疎
通
手
段
に
対
す
る
理
解

の
促
進
を
図
る
機
会
を

提
供
す
る
た
め
、
学
校
等
に
対
し
、
情
報
の
提
供
、
技
術
的
な
助
言
そ
の
他
必
要
な

支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
事
業
者
等
に
よ
る
意
思
疎
通
手
段
に
対
す
る
理
解

の
促
進
）

第
十
八
条

市
は
、
事
業
者
等
が
意
思
疎
通
手
段
に
対
す
る
理
解

の
促
進
を
図
る
機
会

を
確
保
す
る
た
め
、
事
業
者
等
に
対
し
、
情
報
の
提
供
、
技
術
的
な
助
言
そ
の
他
必

要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
意
思
疎
通
手
段
に
よ
る
情
報
発
信
等
）

第
十
九
条

市
は
、
市
が
主
催
す
る
不
特
定
多
数

の
参
加
者
を
対
象
と
す
る
行
事
等
に

お
い
て
、
要
約
筆
記
に
よ
る
情
報
発
信
が
必
要
で
あ
る
と
市
長
が
判
断
し
た
場
合
は
、

要
約
筆
記
者
を
配
置
す
る
も
の
と
す
る
。

２

市
は
、
市
が
作
成
す
る
広
報
紙
等
に

つ
い
て
、
点
字
又
は
音
声
媒
体
に
よ
る
情
報

提
供
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３

市
は
、
市
が
作
成
す
る
個
人
を
対
象
と
す
る
通
知
文
書
等
に

つ
い
て
、
点
字
に
よ

る
情
報
提
供
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

４

市
は
、
障
害
者
が
市

の
機
関
又
は
窓

口
に
お
い
て
手
続
、
相
談
等
を
行
う
と
き
は
、

障
害

の
特
性
に
応
じ
た
意
思
疎
通
手
段
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
要
約
筆
記
に
よ
る
意
思
疎
通
支
援
）

第
二
十
条

市
は
、
障
害
者
が
医
療
機
関
を
受
診
す
る
と
き
等
、
障
害
者

の
日
常
生
活

及
び
社
会
生
活
に
お
い
て
要
約
筆
記
に
よ
る
意
思
疎
通
の
支
援
が
必
要
で
あ
る
と
市

長
が
判
断
し
た
場
合
は
、
要
約
筆
記
者

の
派
遣
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
要
約
筆
記
者

の
配
置
支
援
）

第
二
十

一
条

市
は
、
障
害
者
団
体
等
が
主
催
す
る
行
事
等
に
お
い
て
、
当
該
行
事
等

が
障
害
者

の
社
会
参
加

の
促
進
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
市
長
が
判
断
し
た
場
合
は
、



要
約
筆
記
者

の
配
置
を
支
援
す
る
も
の
と
す
る
。

（
手
話
通
訳
者
以
外
の
意
思
疎
通
支
援
者

の
確
保
と
養
成
）

第
二
十
二
条

市
は
、
関
係
機
関
と
協
力
し
、
意
思
疎
通
支
援
者

（
手
話
通
訳
者
を
除

く
。
）

の
確
保
と
養
成
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
四
章

雑
則

（
委
任
）

第
二
十
三
条

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
市
長
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成

年

月

日
か
ら
施
行
す
る
。


